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に
ご
紹
介
し
ま
す
。

❶
年
２
回
の
基
準
日
を
設
け
て
い
る
場
合

　

有
休
は
、
法
定
ど
お
り
の
場
合
、「
雇
い

入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
カ
月
間
継
続

雇
用
」
し
た
時
点
で
付
与
さ
れ
ま
す
が
、

全
職
員
を
、
雇
い
入
れ
日
を
基
準
と
し
て

管
理
す
る
こ
と
は
困
難
な
た
め
、
多
く
の

法
人
で
は
基
準
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
10
月
１
日
～
３
月
31
日
に

入
職
し
た
職
員
は
４
月
１
日
、
４
月
１
日

～
９
月
30
日
に
入
職
し
た
職
員
は
10
月
１

日
を
基
準
日
と
し
て
管
理
す
る
場
合
な
ど

で
す
。
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準

日
が
起
算
日
と
な
り
、
次
の
基
準
日
を
迎

え
る
ま
で
の
１
年
間
で
５
日
を
取
得
さ
せ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❷
雇
い
入
れ
の
時
点
で
有
休
を
付
与
す
る

　
場
合

　

社
会
福
祉
法
人
な
ど
は
、
雇
い
入
れ
た

時
点
で
、
最
初
の
有
休
を
付
与
す
る
場
合

　

２
０
１
９
年
４
月
か
ら
、
働
き
方
改
革

関
連
法
が
一
部
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
な
か

で
も
年
次
有
給
休
暇
（
以
下
、
有
休
）
の

取
得
義
務
は
、
介
護
事
業
者
が
最
も
優
先

的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容

と
い
え
ま
す
。
ま
ず
、
改
め
て
今
回
の
改

正
内
容
を
確
認
し
ま
す
。
１
年
間
で
10
日

以
上
の
有
休
が
付
与
さ
れ
る
職
員
に
つ
い

て
は
、
５
日
の
取
得
が
法
人
側
に
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
法
人
や
事
業
所
で
の
平
均

で
は
な
く
、
該
当
す
る
全
職
員
に
そ
れ
ぞ

れ
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
法

人
内
で
有
休
を
付
与
す
る
基
準
日
を
設
け

て
い
る
場
合
等
で
す
。
介
護
事
業
者
で
よ

く
み
ら
れ
る
有
休
付
与
を
、
パ
タ
ー
ン
別

が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
は
、
雇
い
入
れ
た

日
が
起
算
日
と
な
る
た
め
、
雇
い
入
れ
た

日
か
ら
１
年
が
経
過
す
る
ま
で
に
５
日
を

取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図
表
１
）。

❸
初
年
度
と
２
年
目
以
降
で
、
付
与
日
が

　
異
な
る
場
合

　

❶
の
場
合
と
同
様
、
基
準
日
を
設
け
る

場
合
で
も
、
全
職
員
を
同
一
の
基
準
日
で

管
理
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

入
職
１
年
目
は
、
職
員
ご
と
に
６
カ
月
経

過
し
た
時
点
で
付
与
、
そ
の
後
、
４
月
１

日
の
基
準
日
に
、
勤
続
年
数
に
応
じ
た
有

休
を
付
与
す
る
場
合
で
す
。
こ
の
よ
う
な

法
人
で
は
、
１
回
目
と
２
回
目
以
降
の
付

与
日
が
異
な
り
、
起
算
日
と
期
限
が
異
な

り
ま
す
。

　

図
表
２
の
よ
う
に
１
回
目
の
付
与
日
か

ら
１
年
を
経
過
す
る
前
に
２
回
目
の
付
与

日
を
迎
え
る
場
合
は
、
１
回
目
の
付
与
日

が
起
算
日
と
な
り
、
２
回
目
の
付
与
日
か
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や
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
て
比
例
的
に
付

与
さ
れ
ま
す
。
図
表
３
は
、
非
正
規
職
員

の
有
休
の
付
与
日
数
で
す
。
所
定
労
働
日

数
に
よ
り
比
例
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
週
の
所
定
労
働
日
数

が
３
日
以
上
の
場
合
、
勤
続
年
数
が
一
定

を
超
え
る
と
、
付
与
日
数
が
10
日
以
上
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
法
は
、
こ
れ
ら
の
非
正
規

職
員
も
当
然
対
象
と
な
り
、
付
与
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
以
内
に
、
５
日
分
の
有
休

を
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
義
務

の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
有
休
は

職
員
に
与
え
ら
れ
た
当
然
の
権
利
で
す
か

ら
、
年
間
を
通
じ
て
計
画
的
に
取
得
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

今
後
は
、
次
の
３
と
お
り
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
有
休
を
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

〈
自
発
的
取
得
〉
職
員
本
人
が
時
季
を
指
定

し
て
取
得
す
る
方
法

〈
個
別
指
定
〉
取
得
日
数
が
５
日
未
満
の
職

員
に
対
し
て
、
職
員
本
人
の
希
望
を
聞
い

た
う
え
で
施
設
が
時
季
を
指
定
し
て
取
得

さ
せ
る
方
法

〈
計
画
的
付
与
〉
職
員
代
表
と
の
労
使
協
定

に
よ
り
、
各
職
員
の
有
給
休
暇
の
う
ち
５

日
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
施
設
が
あ

ら
１
年
後
が
期
限
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

義
務
と
な
る
日
数
は
、
１
回
目
の
付
与
日

か
ら
２
回
目
の
付
与
日
の
１
年
後
ま
で
を

12
カ
月
相
当
と
し
た
場
合
の
日
数
で
す
。

今
回
の
場
合
は
、
期
間
が
18
カ
月
の
た
め
、

７
・
５
日
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

有
休
は
非
正
規
職
員
に
も
、
勤
続
年
数

ら
か
じ
め
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
る

方
法

　

な
お
、
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
で

時
間
単
位
の
有
休
の
取
得
を
認
め
て
い
る

法
人
も
あ
り
ま
す
が
、
時
間
単
位
で
取
得

し
た
有
休
は
今
回
の
５
日
に
含
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

半
日
単
位
は
含
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
全
職
員
の
有
休
保
有
日
数
を

正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
の
整
備
が
未

対
応
の
場
合
は
、
早
急
な
対
応
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
職
員
ご
と
の
、
①
基
準
日
（
付

与
さ
れ
る
日
）、
②
取
得
日
、
③
残
日
数
が

わ
か
る
よ
う
に
管
理
し
ま
す
。

　

５
日
の
義
務
を
順
守
で
き
て
い
な
い
法

人
に
は
、
達
成
し
て
い
な
い
職
員
１
人
当

た
り
30
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
ま
す
。

１
０
０
人
未
達
の
職
員
が
い
る
場
合
は
最

大
３
０
０
０
万
円
の
罰
金
と
、
非
常
に
厳

し
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

介
護
業
界
で
は
、
職
員
ご
と
の
取
得
率

に
大
き
な
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
こ
と
も
重
要

な
課
題
で
す
。
取
得
を
啓
発
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
業
務
負
担
の
不
公
平
を
是
正
す

る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

ま
た
、
特
別
有
給
休
暇
を
付
与
し
て
い

る
場
合
等
で
、
有
休
の
取
得
率
に
課
題
を

か
か
え
て
い
る
法
人
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

新
規
採
用
職
員
か
ら
新
た
な
就
業
規
則
を

適
用
さ
せ
る
等
、
経
営
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
し
た
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

取
得
義
務
の
対
象
と
な
る

職
員
の
範
囲

今
後
の
有
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得
方
法
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図表1　雇い入れの時点で有休を付与する場合の有休取得期限

図表3　年次有給休暇の比例付与日数

図表2　初年度と２年目以降で、付与日が異なる場合の有休取得期限
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この期間内に1年当たり5日に相当する
日数を比例的に取得させる
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付与日数が10日を超えているため、有休５日取得の義務が発生


